
　びん･缶･ペットボトルは大切な資源です。ルールや
マナーを守って、びん･缶･ペットボトル集積所へ。
ペットボトルリサイクルのルール
•キャップとラベルを外す
•軽くすすぐ　•つぶす
☆区内14か所のスーパーやリサイクル展示室に設置
したペットボトル自動回収機もご利用を。設置場所な
どについて詳しくは、区 をご覧ください

　区内全域で、町会･自治会
などが集団回収を行っていま
す。集団回収集積場所に出し
てください。
☆回収日などについて詳し
くは、区 をご覧ください。
古着･古布はリサイクル展示室

（松が丘1-6-3）でも回収

資源とごみの分別や出し方の確認を

びん･缶･ペットボトルは
資源として出しましょう

資源回収推進係（松が丘1-6-3清掃事務所）
☎（3228）5555　FAX（3228）5634

令和8年度国民健康保険料（年額）の算定式
均等割額

☆加入者全員に
一律に掛かります

所得割額
☆加入者の前年中の所
得に応じて掛かります

1世帯
最高限度額

①基礎（医療）分 47,100円／
1人

旧ただし書き所得（※）
×8.03% 67万円

②支援分 17,400円／
1人

旧ただし書き所得（※）
×2.94% 26万円

③介護分 17,700円／
1人

旧ただし書き所得（※）
×2.53% 17万円

④子ども分 1,873円／
1人

旧ただし書き所得（※）
×0.27% 3万円

※旧ただし書き所得＝総所得金額等-住民税基礎控除43万円

令和8年度の国民健康保険料率等が決まりました
資格賦課係／2階　☎︎（3228）5511　FAX（3228）5456

　令和8年度の国民健康保険料は、次のとおり算定し、6月に各世帯へ決定通知を郵送します。
　支払いは、6月～来年3月の計10回です。

新聞･ダンボール、古着･古布は
集団回収へ

保険料算定の仕組み　
　国民健康保険料には①基礎分、②支
援分、③介護分（40歳～64歳の方）、④
子ども･子育て支援金分（令和8年度から
追加）の4区分があり、それぞれの「均等
割額」「所得割額」を算出します。これらの
合計額が世帯の年間保険料です。
☆④で拠出された支援金は、子育て世
帯に対する支援に利用されます
39歳以下の方、65歳～74歳の方＝①
②④の合計額
☆未就学児の①②の均等割額は半額、
18歳未満の④の均等割額は全額軽減

（軽減分は18歳以上が負担）
40歳～64歳の方＝①〜④の合計額

�古着･古布は1日中
雨が降らない日に
出してください

！
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特別区区民葬儀を利用した方へ
葬儀費用の一部助成を受けられ
ます
福祉推進課庶務係／4階
☎（3228）8829　FAX（3228）5662

　4月1日以降に特別区区民葬儀を利
用した方のうち、特別区が指定する火
葬場を利用した方が対象。葬儀に掛
かった費用の一部を助成します。  
助成限度額 27,000円（亡くなった方が
6歳以下の場合は15,000円）

大和町地区の方へ
不燃化特区のエリア内での
建て替え等の補助制度が
令和13年3月まで延長されました
防災まちづくり係／9階　
☎（3228）8978　FAX（3228）5417

　不燃化特区（※）内で建築年数が一
定の期間を超過した老朽建築物の建て
替えや除却を行う方へ、補助金を交付
しています。この補助制度の期限が5年
間延長され、令和13年3月31日になり
ました。個人の方の他、中小企業（宅地
建物取引事業者を除く）も建て替えの補
助対象です。
☆対象エリアや申請方法などについて
詳しくは、区 をご覧になるか、防災ま
ちづくり係へ問い合わせを
※不燃化特区＝木造住宅密集市街地の
うち、特に重点的･集中的に改善を図る
べきとして東京都から指定された地区

「中野区特別区税条例」を
改正しました
税務管理係／2階
☎（3228）8816　FAX（3228）5456

　地方税法の改正等に伴い、「中野区特
別区税条例」を改正しました。主な改正
点は、次のとおりです。詳しくは、区
をご覧ください。
①軽自動車税の環境性能割の廃止
　3月31日で環境性能割を廃止しました。
②軽自動車税（旧種別割）のグリーン化
特例（軽課）の延長
　電気軽自動車と一定の天然ガス軽自
動車の税率を軽減する「グリーン化特
例」の適用期限を2年延長します。

｢チャレンジ基金助成｣申請事業
公開プレゼンテーション
公益活動推進係／4階
☎（3228）3251　FAX（3228）5620

　助成を希望する区民団体が、その可
否を審査する区民公益活動推進協議会
に、事業内容などを説明します。詳しく
は、区 をご覧ください。
日時 5月31日（日）午後1時から
会場 区役所6階会議室　☆当日直接会
場へ
基金への寄付にご協力を
　この助成事業は、みなさんからの寄
付を区民公益活動推進基金に積み立て
て財源としています。
申込 電子申請か、区 または区役所4
階窓口で配布する申込用紙に記入し、

koeki@city.tokyo-nakano.lg.jp、
郵送または直接、公益活動推進係へ

5月は赤十字運動の強化月間
赤十字活動資金募集にご協力を
地域自治推進係／4階
☎�（3228）8921　FAX（3228）5620

　日本赤十字社は、地域の方からいた
だく活動資金を国内外での災害救護活
動など、人道的活動に役立てています。
　みなさんのご協力をお願いします。

「東京における都市計画道路の
整備方針」を改定しました
都市計画係／9階
☎（3228）8964　FAX（3228）5668

公表場所 区 、都 、区役所9階窓口、
都庁第一本庁舎3階都民情報ルーム
☆この方針について詳しくは、東京都
都市整備局都市基盤部街路計画課☎

（5388）3379へ問い合わせを

聴 を傍
☆日程･会場は、変わることがあります

5月の教育委員会定例会
教育委員会係／7階
☎（3228）5734　FAX（3228）5679
①8日 ②15日 ③22日
いずれも金曜日、午前10時から
区役所7階教育委員会室
☆当日直接会場へ

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

電子メール　 ホームページ　保一時保育　手手話通訳　 記載事項

お 知 ら せ


